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⇒入力（文字表記載）済みです。

■産廃処理施設の設置許可が必要な施設を有している場合、すべての

設置許可証を１つのファイルにしたもののアップロードが必須です。

⇒上記のような施設には該当しません。

■処分業の許可を有しており、かつ、焼却・廃石綿等溶融・PCB処理・

最終処分のいずれかの施設を有している場合、施設の維持管理実績

についての入力又はファイルアップロードが必須です。

⇒上記のような施設には該当しません。

いる場合、熱回収実績について記したファイルのアップロードが必須です。

⇒上記のような施設には該当しません。

■処分業の許可を有している場合、処理施設の所在地・設置年月日・施設種類等に

ついての入力（文字表記欄）又はファイルアップロード（画像添付欄）が必須です。

■処分業の許可を有しており、かつ、保有する焼却施設で熱回収を行って


